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定例会

 

　日　時　令和７年１１月１１日　

　場　所　舞鶴商工会議所

　出席者　１３名

内　　容

 

　１１月１１日（火）、舞鶴商工会議所にて、本年度２回目の定例会が開催されました。講座形式で、講師は舞鶴公証人役場公証人の関谷
正俊様。

　テーマは「未来を築く元気な女性のために」―公証制度の利活用―

　講座時間は約９０分間、参加会員は１３名でした。

　関谷様は、女性会のスローガンである「女性の元気が未来を築く」にテーマを合わせてくださり、女性に役立つ身近な問題に絞って講演
してくださいました。

　・遺言公正証書・任意後見契約・死後事務委任契約・離婚に伴う各種給付契約など。公証人制度の名称は良く知っていましたが、詳細を
自ら学んだことはなかったので、非常に興味深く、役立つ内容ばかりでした。

　公証人制度の利点は、高い証拠力と執行力で、デメリットは、費用と手間がかかる点だと理解しました。遺言公正証書については、昨年
度の定例会で学ばせていただいた法務省制度「自筆証書遺言書保管制度」との違いが明確になりました。

　どちらの制度も、賢く選択すれば、自らの環境を整える助けになるものだと思いました。関谷様には、講演後、質疑応答にご対応いただ
きとても勉強になる時間を過ごすことができました。

広報・例会・親睦委員会　加茂前　都美子　

 

https://www.maizuru.or.jp/%e5%ae%9a%e4%be%8b%e4%bc%9a/



